
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月２５日 １２時３０分ごろ 

発生場所 北海道色
しこ

丹
たん

島東方沖 

 色丹島灯台から真方位０８５°３０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°５３.０′ 東経１４７°３６.０′） 

事故の概要  漁船第二丸
まる

中
なか

丸は、西南西進中、また、漁船第十八三
み

笠
かさ

丸は、東北

東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年４月２７日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二丸中丸、１９９トン 

   １４１６０１、根室漁業協同組合、大坂漁業株式会社（船舶管

理会社） 

Ｂ 漁船 第十八三笠丸、１９９トン 

１４１４５４、鎌田水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

  漁労長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

  漁労長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南南西、風速２～３m/s、視程 約５０ｍ 

海象：波高 １～２ｍ 

北海道東方海上には、平成２９年４月１７日１７時３５分に海上濃

霧警報が発表され、本事故時も継続中であった。 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び漁労長Ａほか１５人が乗り組み、濃霧により視

程が約５０ｍとなった状況下、漁労長Ａ、通信士及び甲板員２人が船

橋当直につき、約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で北海道根室市花咲港に向け西南西進中、漁労長Ａが、レーダーでほ

ぼ正船首方約３ＭのところにＢ船の映像を認め、小角度の右変針を行

い、汽笛を吹鳴した後、船首方に接近するＢ船の映像を認め、衝突の

危険を感じて大きく右転したが、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び漁労長Ｂほか１６人が乗り組み、濃霧により視

程が約５０ｍとなった状況下、漁労長Ｂ及び甲板員２人が船橋当直に

つき、約１３kn の速力で漁場に向け東北東進中、漁労長Ｂは、レーダ

ーでほぼ正船首方約６ＭのところにＡ船の映像を認め、小角度の右変



 

針を行った後、Ａ船の映像が船首輝線の左側に表示されるようになっ

て安心していたところ、Ａ船の映像が船首輝線の右側に移動している

ように見えたので、衝突の危険を感じて大きく左転したが、Ａ船と衝

突した。 

 漁労長Ａ及び漁労長Ｂは、両船が衝突するまで相手船の汽笛を聞い

た記憶がなかった。 

 Ｂ船は、レーダーでＡ船の映像を認めてから両船が衝突するまで、

汽笛を吹鳴しなかった。  

分析  

 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった色丹島東方沖において西南西進

中、漁労長Ａが、レーダーでほぼ正船首方にＢ船の映像を認めた後、

小角度の右変針を行ったことから、Ｂ船との通過距離を十分に確保す

る措置をとる時機が遅れてＢ船に接近してから大きく右転し、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった色丹島東方沖において東北東進

中、漁労長Ｂが、レーダーでほぼ正船首方にＡ船の映像を認めた後、

レーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に接

近してから大きく左転し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった色丹島東方沖において、Ａ船

が西南西進中、Ｂ船が東北東進中、漁労長Ａが、小角度の右変針を行

ったため、Ｂ船との通過距離を十分に確保する措置をとる時機が遅れ

てＢ船に接近してから大きく右転し、また、漁労長Ｂが、レーダーに

よる見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船に接近してから大き

く左転し、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態において、レーダーで他船を認めた際は、レーダー

プロッティングを行うなどして、他船と著しく接近することにな

るかどうか又は他船と衝突のおそれがあるかどうかを判断し、他

船と著しく接近することになり、又は他船と衝突のおそれがある

と判断した場合、十分に余裕のある時期に減速したり、大きく右

に変針したりするなどして他船との通過距離を十分に確保するこ

と。 

 


